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議案第７４号”

　　　　

裁判上の和解について

　　

下記のとおり、 宮崎地方裁判所延岡支部平成２９年 （ワ） 第６５号根抵当権設定登記抹消登記手続等
請

　

１

　　　　

第

　　　

請求事件に係る裁判上の和解をすることについて、 地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第９６条第

　　　

１項第１２号の規定により、 議会の議決を求める。

　　　　　

記

　　　　

第１

　

当事者

　　　　

原

　

告

　　　

日向市

　　　　

被

　

告

　　　

山口県宇部市朝日町２番２０一１４０３号

　　　　　　　　　　

有限会社 エムケイ商事

　　　　　　　　　　

取締役 岡本

　

正道





担保権目録

１

　

平成１７年２月１日設定の根抵当権

極度額

　　　

金４億６， ０００万円

債権の範囲

　

金銭消費貸借取引

　

手形貸付取引

　

手形割引取引

　　　　　

保証取引 手形債権

　

小切手債権

２

　

登記

　

宮崎地方法務局延岡支局

　　　　　　　　　　　

（仮登記） 平成１７年３月 ２９日受付第２７１３号

平成１７年３月２９日受付第２７１４号

平成１７年３月２９日受付第２７１５号

　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 １ ７ 年 ３月 ２９日受付第２７１６号

　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 １ ７ 年 ３月 ２９日受付第２７１７号

　　　　　　　　　　　

（本登記） 平成２８年５月２６日受付第７５ ４７号


